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自立支援医療における経過的特例の平成２４年４月以降の取扱いについて

自立支援医療につきまして、平素より御尽力いただき御礼申し上げます。
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）に基づく自立支援医療の経過

的特例については、障害者自立支援法施行令（平成１８年政令第１０号）附則第
１２条及び第１３条において、平成２４年３月３１日までとされているところで
すが、平成２４年４月１日以降も本経過的特例を延長する予定としております。

今回の延長に伴う障害者自立支援法施行令の改正については、現在作業を進め
ているところですが、公布後速やかに対応できるようにする観点から、下記を参
考の上、あらかじめ準備いただくよう管内各関係機関へ周知いただくとともに、
事業の適正な実施が図られるようお願いします。

なお、各都道府県担当者におかれましては、管内市町村担当者に本事務連絡を
周知していただくようお願いします。

記

＜職権による支給認定の変更について＞
経過的特例の期限延長に伴って、自立支援医療受給者証（以下「受給者証」と

いう。）の有効期間の延長を行う必要が生じることとなるが、利用者の負担軽減
及び事務の簡素化の観点から、障害者自立支援法第５６条第２項の規定により、
職権変更による延長を行うことが可能である。

なお、平成２２年１２月２８日付け事務連絡により、受給者証に「経過的特例
が延長された場合は平成○年○月○日までとする。」等の記載をした場合につい
ては、職権変更による延長の取扱いは不要である。

＜事務処理方法について＞
(1) 「当初（現在支給認定しているもの）の支給認定開始日から起算して１年以
内の日が属する月の末日（かつ医療が必要な期間として知事等が認める期間）を
支給認定の有効期間とする受給者証及び延長した期間の自己負担上限額管理票（
以下「管理票」という。）を新たに作成していただきたい。
(2) (1) の新たな受給者証等を受給者に対して発行する時期については、本改正
を盛り込んだ政令改正の公布後速やかに行っていただきたい。
(3) また、「重度かつ継続に該当する一定所得以上の者」で、平成２４年３月３
１日をもって有効期間を迎え、引き続き更新の必要がある者（例えば１年間の有
効期間の場合：平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日までの有効期間であ
る者）又は同負担区分で平成２４年４月以降を支給認定開始日とする新規申請者
からの申請書の提出があった場合の申請書は受理して事務処理を行っていただく
が、当該支給認定に係る受給者証等の発行については改正政令公布後に行ってい
ただきたい。
(4) 現在、支給認定障害者等が所持している受給者証及び管理票の取扱いについ
ては、回収する又は支給認定障害者等に対して受給者証及び管理票の破棄を確実
に行うよう周知するなど適宜の方法を各自治体の判断で行っても差し支えない。
(5) (1) に該当する者が既に取得した診断書については、次回の申請（今回の職
権変更による延長において、延長された期限が到来した際に行う申請）に使用し
ても差し支えない。
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